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「花びら」　　加藤隆太郎会員（日南支部）
第37回写真コンクール 連合会会長賞 受賞



投稿者：加藤隆太郎会員（日南支部）
　表紙を飾ってくれたのは、第37回写真コ
ンクールで連合会会長賞を受賞された加藤
隆太郎会員の「花びら」です。
　モデルは慈隆くん（４か月）。撮影時は生
後２週間ほどだったそうです。数年後に、
成長した姿で再び本誌の表紙を飾っていた
だきたいですね。
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民事局長通達と民事第二課長依命通知が発出さ
れています。これは昨年改正された土地家屋調
査士法第一条の改正と相まって今後私たちの業
務に大きな変化をもたらすかもしれません。
　通達で「現地復元性を有する登記所備付地図
又は地積測量図等の図面が存在する場合には、
原則として筆界確認情報の提供等をもとめない
ものとする。」と規定されました。
　「筆界確認情報」という新語の登場も新鮮で
すが、今まで、宮崎地方法務局との協議の中で
も「法務局に地積測量図があり、境界点の境界
標が記載してあり、現地にその境界標があり、
座標値等が許容誤差内の時には立会証明書の添
付を省略してもよい。」となっていましたが、
今回の規定はそれをさらに拡大して判断できる
事となります。また、依命通知では、それらを
さらに詳しく規定しており、まさに土地家屋調
査士法第１条（使命規定）“筆界の専門家”とし
てどの様に判断して利用するか、実力が試され
るという事です。境界が不明な時には筆界特定
制度を利用するとされていたものが、通常業務
の範囲で完了する事が出来るかもしれません。
今後調査士会と法務局で細部の運用を決めるこ
とになりますが、皆様もこの通達と依命通知は
熟読して理解を深めて頂きたいと思います。
　現在ＮＨＫテレビの大河ドラマで「鎌倉殿の
13人」が放送されていますが、歴史好きの私は
毎週楽しみに見ています。私は日本史の中では
鎌倉時代が一番好きなのですが、その理由は、
それまでの天皇と貴族の世の中を、武士という
新たな階層を作り上げ大きな改革を成し遂げた
と言う点を評価するからです。鎌倉時代に出来
た言葉で「一所懸命」という言葉があります。

宮崎県土地家屋調査士会
会長　谷口　和隆

　長引く新型コロナ感染症の影響で、宮崎県土
地家屋調査士会の活動も従来のようには十分に
できていない事を誠に申し訳なく思っておりま
す。本年度定時総会はセレモニーは中止しまし
たが、三年ぶりに出席制限なしで開催して、コ
ロナ感染症蔓延時等の緊急時の総会開催方法等
が決議されました。しかし、まだまだ例年通り
の総会には程遠い出席人数でした。とは言え、
コロナ感染症に対する恐怖心も以前ほどではな
くなり、対処法も少しずつわかってきており、
本年度は出来る限り通常の活動を行っていきた
いと思っていますので、皆様のご協力をお願い
いたします。
　さて、昨年から私達の業務に影響を与える重
要な法律改正が続いています。
　まず、昨年には、土地家屋調査士法が改正さ
れ、「土地家屋調査士は土地の筆界を明らかに
する業務の専門家」と規定されました。法律で
“筆界の専門家”と規定された事は大変重要な事
です。反面、これは専門家としての責任も大き
くなったという事です。唯一の専門家として自
覚を持って業務に当たる事が必要です。
　また、所有者不明土地問題の解決に向けた民
事基本法制の見直しが発表され、民法では財産
管理制度の見直し、共有制度の見直し、相隣関
係の見直し、相続制度の見直しなどがなされま
した。
　不動産登記法では相続登記と住所変更登記の
申請が義務化され、また、相続土地国庫帰属法
が創設されています。今後もこれらの改正に伴
う政省令等が整備される事になります。
　そして、本年４月14日には「表示に関する登
記における筆界確認情報の取扱いについて」の

ご　挨　拶
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まさしく字のごとく「一つの場所に命をかける」
という意味であり、先祖代々の土地を命をかけ
て守り、その悲哀を含んだ言葉によって、その
土地と周辺の景観をあわせてふる里の観念が生
まれ、ふる里を愛する心を育んだのだと思いま
す。まさしく、ふる里の山河を愛さなければ良
い土地家屋調査士にはなれない、と先輩から教
えられた私にとっては土地家屋調査士の原点の
ような時代だと思うのです。（ちょっと血なま
ぐさい点はありますが・・）
　そのような日本人の原点である土地・ふる里
を愛する心と、今回の先祖（代々）の土地なら
所有権を放棄することが出来るという相続土地
国庫帰属法は相容れないと思い内心は複雑な気
分ではあります。
　しかし、国を挙げて所有者不明土地問題解消
に向かっている今、そのような感傷に浸ってい
る場合ではありません。土地家屋調査士として
全員で解決に向けて努力していこうではありま
せんか。
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同制度の周知・広報を行い、広く国民の皆様の
利用促進を図ることが必要であると考えており
ますので、貴会及び会員の皆様方の御協力をお
願い申し上げます。
　二つ目は、登記所備付地図の作成作業につい
てであります。
　登記所備付地図を整備することは、不動産の
表示に関する登記制度の基礎となるものであ
り、不動産取引の円滑化等による経済の活性化、
インフラの整備といった観点のみならず、大規
模災害時における迅速な復旧作業に資するため
にも、法務局が取り組むべき現下の最重要課題
の一つであります。
　当局におきましても、本年度、「宮崎市大島町、
阿波岐原町及び吉村町」の0.35平方キロメート
ル、筆数1,414筆を対象に地図作成作業を実施
することとしておりますので、引き続き、貴会
及び会員の皆様の御協力をお願い申し上げま
す。
　三つ目は、所有者不明土地問題についてであ
ります。
　所有者不明土地は、民間の土地取引や公共の
用地取得、森林の管理など様々な場面で問題と
なっており、その対策は、政府全体として取り
組むべき重要な課題です。
　法務局においては、平成29年以降、法定相続
情報証明制度を開始したほか、長期相続登記等
未了土地解消作業などに取り組んできたところ
ですが、これらに加え、令和元年５月17日、不
動産登記の表題部所有者欄の氏名・住所が正常
に記録されていない土地の解消を図るため、「表
題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に
関する法律」が成立し、現在、同法律に基づく

　令和４年度宮崎県土地家屋調査士会定時総会
の開催に当たり、お祝いの言葉を申し上げます。
　会員の皆様には、平素から法務行政の円滑な
運営に格別の御理解と御協力をいただいてお
り、厚く御礼を申し上げます。
　貴会におかれましては、発足以来、土地家屋
調査士制度の充実・発展に御尽力され、その役
割を十分に果たしてこられました。これもひと
えに、会の運営に当たってこられた役員の方々
と会員の皆様の御努力のたまものであり、深く
敬意と謝意を表する次第であります。
　また、多年にわたる土地家屋調査士業務の精
励により、今般、表彰を受けられました会員の
皆様は、土地家屋調査士制度の発展と法務行政
の運営に大きく寄与された方々でございます。
受賞を心からお祝い申し上げますとともに、よ
り一層の御活躍を祈念申し上げます。
　なお、本来であれば、直接御挨拶を申し上げ
るべきところでありますが、この度の新型コロ
ナウイルス感染症の影響により、やむを得ず出
席を断念いたしましたことを御了承いただきた
く存じます。
　それでは、せっかくの機会ですので、登記行
政をめぐる現下の情勢について御紹介させてい
ただきます。
　一つ目は、筆界特定制度についてであります。
　筆界特定制度は、制度の発足から15年以上が
経過し、当局では、これまでに350手続を超え
る筆界特定申請がされており、現在、土地家屋
調査士20名の皆様に筆界調査委員として御協力
いただいているところです。
　当局における筆界特定申請件数は、平成27年
をピークに減少傾向にありますが、今後とも、

宮 崎 地 方 法 務 局
局長　林　　健児

祝　　辞
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登記の適正化の作業にも取り組んでいるところ
です。
　このような中にあって、同施策を実効的なも
のとし、所有者不明土地問題の解消を図るため
には、登記の専門家である皆様の知見が不可欠
なものとなりますので、今後とも幅広い御協力
をお願い申し上げます。
　また、昨年４月21日に「民法等の一部を改正
する法律」（令和３年法律第24号）及び「相続
等により取得した土地所有権の国庫への帰属に
関する法律」（同第25号）が成立しました。そ
の内容には、所有者不明土地の管理制度の創設、
具体的相続分による遺産分割を求めることがで
きる期間の制限、これまで任意とされていた相
続登記や住所等の変更登記の申請の義務付け、
新たな相続人申告登記の創設、相続等によって
取得した土地の所有権を手放すことを認める方
策等、これまでの所有権制度、登記制度の伝統
的な考え方からすれば相当踏み込んだ内容を含
んでいます。なお、これらの制度は、令和５年
４月１日以降、段階的に施行されていくことに
なりますので、御承知おき願います。
　四つ目は、登記のオンライン申請の利用促進
についてであります。
　令和３年における当局管内の登記のオンライ
ン申請率は、不動産登記が70％以上、商業・法
人登記が60％以上であり、全国においても高水
準となっております。会員の皆様の御協力に感
謝申し上げます。
　また、オンライン申請による処理の効率化を
一層推進するため、新たな登記情報システムの
運用が開始されてから２年が経過しましたが、
これによりオンライン申請に対する各種機能が
格段に向上しており、事務処理の迅速化につな
がっているところであります。
　オンライン申請の利用促進は、国民の利便性
と行政運営の効率化の双方に資するものである
ことから、当局としましても、その利用促進に
鋭意努力していく所存でございますので、引き
続き、皆様には、率先して、オンライン申請を

利用していただくようお願い申し上げます。
　このように、近年、法務局や土地家屋調査士
の皆様を取り巻く状況は大きく変化していま
す。
　令和２年８月１日に施行された改正土地家屋
調査士法では、その第１条において「土地家屋
調査士は、不動産の表示に関する登記及び土地
の筆界を明らかにする業務の専門家として、不
動産に関する権利の明確化に寄与し、もって国
民生活の安定と向上に資すること」をその使命
とすることが明らかにされました。
　改正法の使命規定の創設を契機として、皆様
には、「筆界を明らかにする業務の専門家」と
して、社会的貢献にますます寄与されることを
御期待申し上げます。
　結びに当たり、宮崎県土地家屋調査士会のま
すますの御発展と会員の皆様の御健勝、御活躍
を祈念いたしまして、私の祝辞といたします。
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　令和４年５月23日（月）、宮崎観光ホテル（東館３階碧耀の間）にて、第67回定時総会が執り行わ

れました。

　コロナウイルスの影響により、過去２回（令和２年度、３年度）は規模を縮小し開催されましたが、

３年ぶりに通常の形式による開催となりました。

　未だ、コロナウイルス感染症の終息も見えず、残念ながら参加を見送られた会員も多数おられたこ

とと思いますが、多くの建設的な質疑がなされ、盛会のうちに終えました。

　なお、コロナウイルス感染拡大防止の観点より、懇親会は中止とし、また、総会に出席できなかっ

た会員の方々にもご覧いただけるよう、オンラインにてライブ配信を行いました。

総会の様子総会の様子
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１．日時・場所
　　令和４年５月23日㈪
　　13時30分開会
　　宮崎観光ホテル　東館３階　碧耀の間

２．議決権
　　現在会員数　　　178名
　　出席数　　　　　 40名
　　委任状提出数　　101名
　　合計　　　　　　141名
　　議決権数　　　　140個

３．議長・副議長選出
　 　司会者が議場に諮ったところ、執行部一任
との声がかかり、次のとおり指名した。
　　議　長　日南支部　緒方　将基会員
　　副議長　都城支部　本村　正博会員
　　両名が承諾し、議長が挨拶を行った。

４．議事録署名者、同書記選出
　 　議長は議事録署名者、同書記を以下のとお
り指名し、総会の承認を得た。
　　議事録署名者　宮崎支部　金丸俊雄会員
　　　　　　　　　宮崎支部　福嶋城史会員
　　書　　　　記　延岡支部　甲斐達也会員
　　　　　　　　　川島多恵事務局長
　 　議長は、５月23日現在の会員数、出席数、
委任状提出数、合計、議決権数について上記
のとおり告げた。
　 　議長は、総会成立要件としての出席者数の
規定はないが、会則第46条の特別決議の要件
を満たしていることを告げた。

５．議事日程について
　 　議長は議事に入る前に、議事日程について
以下のとおり説明し、総会の承認を得た。
　 　予定時刻について、議事終了予定時刻を16
時30分とする。第１号議案ないし第３号議案

（監査報告）を一括上程し、14時52分までと
する。第４号議案ないし第６号議案を一括上
程し、15時52分までとする。第７号議案を16
時07分まで、第８号議案を16時22分までとし、
第９号議案を16時30分までに終了する。
　 　予定時刻になれば質疑を打ち切り、採決を
行う。

６．議事経過
　 【第１号議案、第２号議案、第３号議案、監
査報告】
　 　議長は第１号議案、第２号議案、第３号議
案および監査報告を一括上程し、執行部の説
明を求めた。

　 第１号議案　令和３年度会務報告並びに事業
経過報告
　 　谷口和隆会長が令和３年度会務報告並びに
事業経過報告について、総会資料に総括して
13～19項に記載している旨を報告し、詳細に
ついては各担当部より抗告した。各担当部お
よび報告者は以下のとおり。
　　総務部　　　大野　祐輔 部長
　　業務部　　　氏益　裕治 部長
　　研修部　　　江藤　邦仁 次長
　　広報部　　　小堀正太郎 部長
　　財務部　　　吉田　孝昭 副会長
　　社会事業部　津村　　剛 部長

　第２号議案　各種委員会報告
　　各委員会および報告者は以下のとおり。
　　綱紀委員会 甲斐　達也 副委員長
　　境界問題相談センターみやざき運営委員会
 津村　　剛 委員長　
　　苦情相談委員会 隈　　雅彦 委員長　
　　業務実態調査委員会 隈　　雅彦 委員長　
　　オンライン会議等委員会
 隈　　雅彦 委員長　
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　 第３号議案　令和３年度収支決算報告（特別
会計を含む）の承認について
　 　財務担当吉田孝昭副会長が総会資料に沿っ
て説明した。
　 　続いて古川人司監事が令和３年度監査報告
書に従って、会計事務および業務執行が適正
に行われていることを説明し、監査報告を終
えた。

　 【第１号議案、第２号議案、第３号議案、監
査報告の審議】
　 　議長は、第１号議案、第２号議案、第３号
議案及び監査報告について質疑を受けた。
　（質問者）宮崎支部　児玉勝平会員
　 　オンライン会議等委員会が閉会になる件に
つき説明をお願いしたい。
　（答弁者）隈雅彦オンライン会議等委員長
　 　オンライン会議等委員は役員以外の会員で
構成されていた。オンライン会議時のトラブ
ル対応として緊急招集することもあった。本
来は執行部が対応すべきことであるため、理
事会にて閉会する旨の決議をとった。今後は
執行部のスキルを上げることによりオンライ
ン化を進めていく。
　
　 【第１号議案、第２号議案、第３号議案、監
査報告の採決】
　 　ここで議長は質疑を打ち切り、採決を行っ
た。
　 　議長が、第１号議案に賛成の会員の挙手を
求めたところ、賛成多数と認め、第１号議案
は可決された。第２号議案、第３号議案、監
査報告も同様に可決された。

　【第４号議案、第５号議案、第６号議案】
　 　議長は、第４号議案、第５号議案、第６号
議案を一括上程し、執行部に説明を求めた。

　 第４号議案　令和４年度　事業計画（案）に
ついて

　 　谷口和隆会長および各担当部長が説明し
た。

　第５号議案　会費（１ヶ月分）免除について
　 　財務担当吉田孝昭副会長が説明し、７月１
日現在の在籍会員について会費１ヶ月の減免
を提案した。

　 第６号議案　令和４年度　収支予算（案）に
ついて
　 　吉田孝昭財務担当副会長が総会資料に沿っ
て説明した。

　【第４号議案、第５号議案、第６号議案の審議】
　 　議長は、第４号議案、第５号議案、第６号
議案について質疑を受けた。
　（質問者）宮崎支部　鎌田隆光会員
　 　筆界確認情報について、法務局との協議を
待たずに県会で解りやすい宮崎の事情に合っ
たもの、今までの経緯と決定事項や事例を含
めたものを作成する検討をお願いしたい。
　（答弁者）氏益裕治業務部長
　 　内容を検討し法務局との協議後に研修会を
開催予定であったが、会員の要望もあるため、
理事会で協議検討したい。
　（答弁者）谷口和隆　会長
　 　解説書が出る予定と聞いており、是非これ
を読んでほしい。

　（質問者）宮崎支部　鎌田隆光会員
　 　大規模災害対策基金を毎年1,000千円積み
立てするというのがあったが、その為にはマ
ニュアル等を作り、どのような活動をするの
か等を明確にしていただきたい。
　（答弁者）津村剛社会事業部長
　 　大規模災害に関する内容については後ほど
説明する。目標金額は30,000千円となってい
る。運用のためのマニュアル等については、
検討作成を目指している。
　（答弁者）谷口和隆会長
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　 　目標30,000千円となっているが、大震災が
起こり会館が潰れたりすると、立て直すだけ
でも何千万円も必要となり、おそらく30,000
千円では無理である。1,000千円ずつ積立を
しても30年かかり、大きい金額がかかる可能
性がある。30,000千円としているが、災害に
備えてもっと必要ではないかと私個人では
思っている。今年１年間で、社会事業部を中
心にマニュアル作成予定である。

　（要望）宮崎支部　鎌田隆光会員
　 　特別会計が一般会計に移されたのであれ
ば、規則の中に特別会計云々というのがある。
総務部で見直していただきたい。

　【第４号議案、第５号議案、第６号議案の採決】
　 　ここで議長は質疑を打ち切り、採決を行っ
た。
　 　議長が、第４号議案に賛成の会員の挙手を
求めたところ、賛成多数と認め、第４号議案
は可決された。第５号議案、第６号議案も同
様に可決された。

　【第７号議案　会則改正について】
　 　続いて議長は、第７号議案　宮崎県土地家
屋調査士会会則改正について上程し、執行部
に説明を求めた。
　 　大野祐輔総務部長が改正案について説明し
た。

　【第７号議案の審議】
　 　議長は、第７号議案について質疑を受けた。
　（質問者）宮崎支部　児玉勝平会員
　 　私たちの業務で、その案件が綱紀問題にな
ることもある。外部綱紀委員を入れるために
委員枠を広げるという提案であるが、調査士
の業務を知らない方が外部綱紀委員となると
困るので、どのような人物を想定して枠を広
げようとしているのか、どのような見識を
持っている方を前提として選んでいるのか説

明してほしい。
　（答弁者）大野祐輔総務部長
　 　今回、外部綱紀委員を選任できるようにす
るのは、今後出てくる可能性のある訴訟リス
クに対応したいため、弁護士等の専門家の方
を外部綱紀委員として迎えることも必要と考
えているためである。
　（答弁者）谷口和隆会長
　 　基準は決まっていないが、綱紀委員の員数
については昨年の総会で決定した。外部綱紀
委員のうち２名以内は、調査士以外のものを
理事会で選出し、最終的には総会で選任とな
るので、全く素人を提案し承認ということは
あり得ないので、安心して欲しい。

　（質問者）宮崎支部　児玉勝平会員
　 　総会の会則変更について、オンラインで出
席できる方法を目指しているとのことである
が、第38条第２項「総会は、・・・会議の場
所に現実に出席するものとする」とある。こ
の会議の場所は「現実の場所」が前提である
と思うが、会議の場所をオンライン上と設定
した場合に矛盾しているのが気になる。将来
オンライン出席ということを考えると、この
会議の場所は電子的記録の場所ということも
あり得ると思うので、その辺を少し説明して
ほしい。
　（答弁者）大野祐輔総務部長
　 　この会則に関しては、連合会の会則モデル
を採用させてもらっている。解釈の仕方等は
今後変わってくる可能性もあり、会議の開催
方法についても、別途規則ができると考えて
いる。基本は現実の総会の場所を設定し、そ
れに加えてインターネット等で参加、視聴が
できるということ。すべてをオンラインで済
ませるということではないので、現時点では
想定していない。今後、連合会でやってみて、
改正する所も出てくると思う。今後の課題と
して考えたい。

(8)第124号令和４年８月26日
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　【第７号議案の採決】
　 　ここで議長は質疑を打ち切り、第７号議案
は特別決議になる旨を告げ、採決を行った。
　 　議長が第７号議案につき賛成の会員の挙手
を求めたところ、賛成多数と認め、第７号議
案は可決された。

　 【第８号議案　宮崎県土地家屋調査士会役員
選任規則の改正について】
　 　議長は第８号議案　宮崎県土地家屋調査士
会役員選任規則の改正について上程し、執行
部に説明を求めた。
　 　大野祐輔総務部長が改正案について説明し
た。

　【第８号議案の審議】
　　議長は、第８号議案について質疑を受けた。

　【第８号議案の採決】
　　議長は質疑を打ち切り、採決を行った。
　 　議長が、第８号議案に賛成の会員の挙手を
求めたところ、賛成多数と認め、第８号議案
は可決された。

　【第９号議案　外部綱紀委員について】
　 　議長は第９号議案　外部綱紀委員について
上程し、執行部に説明を求めた。
　 　大野祐輔総務部長が洲崎達也弁護士の外部
綱紀委員選任について説明した。

　【第９号議案の審議】
　　議長は、第９号議案について質疑を受けた。
　（質問者）宮崎支部　児玉勝平会員
　 　洲崎弁護士の調査士業務についての事を説
明していただきたい。
　（答弁者）谷口和隆会長
　 　洲崎弁護士には、長年にわたりＡＤＲ運営
委員をお願いしている。その上、何度も調査
士会研修会の講師をしていただいている。非
常に調査士ついて詳しい先生であり、調査士

会の外部綱紀委員には、最適な方だと思う。
弁護士に外部綱紀委員として入っていただく
理由は、法律面の解釈、法律分野での運用な
どを期待している。

　（質問者）延岡支部　甲斐達也会員
　 　現在進行中の綱紀事案について、現綱紀委
員５名で可決された場合、外部綱紀委員の選
任により何か影響があるのか、あるいはメン
バーが変わるのか教えていただきたい。
　（答弁者）谷口和隆会長
　 　新しい綱紀委員として就任するので、次回
からは会議に加えていただく。

　【第９号議案の採決】
　　議長は質疑を打ち切り、採決を行った。
　 　議長が、第９号議案に賛成の会員の挙手を
求めたところ、賛成多数と認め、第９号議案
は可決された。

　 　議長は、本日の議案はすべて終了したこと
を告げた。
　　議長、副議長は退任の挨拶をして降壇した。

７．報告事項
　 　大野祐輔総務部長が、連合会会則第67条第
２項の指定する研修の欠席者に対しての指導
要領について説明した。
　 　続いて、吉田孝昭副会長が、危機管理規則
について説明した。

８．閉会の言葉
　 　津村剛副会長が閉会の言葉を述べ、総会は
閉会した。

(9) 第124号 令和４年８月26日



宮崎県土地家屋調査士会会報 (10)第124号令和４年８月26日

日　付 曜日 件　　　名 概　要　／　出席者
４.４ 月 宮崎県弁護士会長外執行部就任挨拶 川添正浩弁護士会長外４名、谷口和隆会長、隈雅彦副会長

４.５ 火 宮崎地方法務局長、首席登記官、総務課長、総括表示登記
専門官着任挨拶 林健児宮崎地方法務局長外３名、谷口和隆会長、隈雅彦副会長

４.７ 木 期末監査 谷口和隆会長、吉田孝昭副会長、三井美佳財務部長、古川人司監事、
嶋田賀久監事、恒吉美智子書記、川島多恵事務局長

４.８～９ 金 日調連九B協議会　第１回会長会議 谷口和隆会長／沖縄県教職員共済会館　八汐荘
４.13 水 登録証交付式 谷口和隆会長、深田一也会員

４.13 水 令和４年度　第１回理事会 会場出席 谷口和隆会長外９名、
オンライン出席 谷本伴彰理事外３名、川島多恵事務局長

４.19 火 調査士会日南支部　定時総会 宮崎地方法務局日南支局、10名出席

４.22 金 調査士会延岡支部、日向支部　定時総会 延岡市中小企業振興センター、19名出席、代理出席２名、
黒木菊実事務所、書面決議11名

４.22 金「７月31日土地家屋調査士の日」新聞広告掲載の打ち合わせ 宮日総合広告㈱　田原様、川島多恵事務局長
４.25 月 令和３年度年次研修会（宮崎支部第２回目）中止
４.26 火 調査士会都城支部　定時総会 都城支部事務局、書面決議30名

４.28 木 調査士会宮崎支部、調査士会小林支部、調査士会児湯支部
令和４年度定時総会

調査士会館３階会議室、20名出席、代理出席46名
小林市文化会館、12名出席、代理出席１名
ホテル泉屋、11名出席

４.30 土 境界問題相談センターみやざき　調停員選任関する協議 境界問題相談センターみやざき　竹嶋弘康調停員、兒玉傑亙調停員
５.３ 火 境界問題相談センターみやざき　調停議案の整理 境界問題相談センターみやざき　津村剛運営委員長、兒玉傑亙運営副委員長
５.10 火 境界問題相談センターみやざき　令和４年度事前面談第１号 境界問題相談センターみやざき　佐藤守三事前面談員、富田智行事前面談員

５.11 水 日調連主催　不動産表示登記全国一斉無料相談会
準備打ち合わせ

安井良和宮崎地方法務局総務課長補佐外２名、𠮷田孝昭副会長、
川島多恵事務局長

５.13 金 ７月31日「土地家屋調査士の日」新聞広告打ち合わせ 宮日総合広告㈱　田原様、小堀正太郎広報部長、隈雅彦副会長

５.13 金 令和４年度第67回定時総会前打ち合わせ 宮崎観光ホテル、大野祐輔総務部長、三井美佳財務部長、
川島多恵事務局長

５.13 金 宮崎県庁へ登記創造プロジェクト成果品納品 宮崎県庁本館／鹿島寛俊宮崎県財産総合管理課長外１名、
谷口和隆会長、津村剛社会事業部長、𠮷田孝昭副会長

５.13 金 令和４年度第67回定時総会リハーサル、第２回理事会 緒方将基会員、本村正博会員、谷口和隆会長外14名、川島多恵事務局長

５.16 月 日調連主催「表示に関する登記における筆界確認情報の取
扱に関する指針」に係る担当者会同　オンライン会議 氏益裕治業務部長、津村剛副会長、隈雅彦副会長

５.16 月 境界問題相談センターみやざき　研修会準備 境界問題相談センターみやざき　兒玉傑亙運営副委員長

５.19 木 宮崎地方法務局と業務取扱要領の改訂について協議 木村孝治宮崎地方法務局首席登記官外２名、
氏益裕治業務部長、津村剛副会長、隈雅彦副会長

５.20 金 令和４年度　第１回綱紀委員会 菊坂孝章綱紀委員長外４名
５.22 日 令和４年度第67回定時総会　オンライン配信準備 大野祐輔総務部長
５.23 月 令和４年度第67回定時総会 宮崎観光ホテル／40名出席、代理出席101名
５.31 火 境界問題相談センターみやざき　令和４年度事前面談第２号 境界問題相談センターみやざき　厨子基満事前面談員、冨山康介事前面談員

６.２～３ 木 境界問題相談センターみやざき関与員上半期担当者一覧表作成 境界問題相談センターみやざき　兒玉傑亙運営副委員長
６.４ 土 測量報酬規程に基づく積算計算表作成 境界問題相談センターみやざき　兒玉傑亙運営副委員長
６.４ 土 日調連九B協議会　第２回会長会議 谷口和隆会長／ホテル日航福岡

６.４～５ 土 日調連九B協議会　令和４年度定時総会 谷口和隆会長、隈雅彦副会長、津村剛副会長／ホテル日航福岡
６.６ 月 森透会員事務所変更調査報告 後藤泰孝宮崎支部副支部長
６.７ 火 境界問題相談センターみやざき　令和４年度事前面談第３号 山崎勲一郎事前面談員、兒玉傑亙事前面談員

６.13 月 令和４年度第１回境界問題相談センターみやざき関与員
実務講習会打ち合わせ等

境界問題相談センターみやざき、竹嶋弘康調停員、宮本昇元運営副委
員長、津村剛運営委員長、兒玉傑亙運営副委員長

６.16 木 畑中和彦会員事務所変更調査報告 假屋憲幸宮崎支部長
６.21～22 火 日調連令和４年度　第79回定時総会 谷口和隆会長、隈雅彦副会長／東京ドームホテル
６.21 火 ㈱きんざい　月刊登記情報案内 大野祐輔総務部長

６.23 木 令和４年度第１回境界問題相談センターみやざき関与員
実務講習会打ち合わせ

境界問題相談センターみやざき　竹嶋弘康調停員、宮本昇元運営副委
員長、津村剛運営委員長外８名

６.24 金 令和４年度　第１回支部長会 谷口和隆会長外７名、川島多恵事務局長
６.24 金 令和４年度　第３回理事会 会場出席 谷口和隆会長外12名、恒𠮷美智子書記、川島多恵事務局長

６.26～28 日 日調連新人研修会 深田一也会員／つくば国際会議場
７.１ 金 伊集院俊宏入会報告 假屋憲幸都城支部長
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深く感謝し、仕事だけしていては罰が当たるの
ではとの思いでした。
　所属調査士会に対し自分のできる事は積極的
に協力し、支部、県会役員も「手は上げないが
要請されたら断らない」のスタンスでやって参
りました。しかしながら、県土地家屋調査士会
会長就任については私にとって想定外の出来事
でした。
　私が県会副会長で、当事の松浦会長２期目の
スタ－トに立たんとされる中、県総会５日前に
会長が脳 塞で倒れられるという一大事が起こ
りました。残された役員一同、右往左往して何
とかその年の総会を乗り切る事は出来ました
が、松浦会長復帰叶わず、私に与えられた役職
は会長代行でありました。
　一年後には九州ブロックの当番会もあり、い
つまでも代行運転では他会に示しが付かないと
か言われ、とうとう会長就任とあい成った次第
でありました。
　人の上に立つ難しさを嫌と言うほど感じまし
たが、しかしながら、危なっかしい会長には親
身に助けて頂く会員の皆さんがおられたもので
す。特に会社で言えば本社のような、宮崎支部
の皆さんには随分と助けて頂きました。個人名
は控えますがこの紙面を借りてお礼を申し上げ
る次第です。
　会長就任時の思いでは様々ある中、弁護士会
とのコラボで立ち上がった「境界問題相談セン
ターみやざき」であり、土地の境界をめぐる近
隣トラブルを裁判によらず円満に解決しようと
いう、新しい試みに携われたことでした。また、
センター立ち上げに際し作られた資格内資格で
もあります。認定土地家屋調査士試験にも20年
の不勉強とブランクを感じながら、民法ほかの

都城支部　蓑原　照光

　もう昨年の３月の話になりますが、事務所に
宮崎地方法務局からの電話が鳴った。何かした
かな？と思いつつ怖ず怖ずと受話器を取った
が、内容は今年の褒章規程により内閣府から黄
綬褒章受賞の内示があっておりますので、受け
て頂けますかとの事でした。
　事実、また厄介な事だなと思いつつ、大した
事もしておりませんので断っても良いのでしょ
うかと尋ねましたら、担当者の方びっくりされ
た様子で、「今まで断られた方はおられません、
断るとすればその理由を書いて出して頂かなけ
ればなりません」と言われ、これまた厄介だな
と思い、お受けさせて頂きますとの返事をした
次第でした。あれから１年が過ぎました。
　恒例で有ります皇居での天皇陛下に拝謁して
の授章式もコロナ禍のなかすべて中止となり、
個人的な祝賀会も今だ開催できずじまいであり
誠に残念な思いをしているところです。
　黄綬褒章の受章については、「職務に永年精
励され、他の模範となるべき人に贈られる」と
あります。顧みますと、昭和55年やっとの思い
で調査士試験に合格し翌年、永年勤めさせて頂
いた、永野実土地家屋調査士事務所を卒業させ
て頂き開業の運びとなった次第でした。以来、
昨年で開業40年の節目を迎えることが出来まし
た。褒章規程の前段はこれにてクリアでしょう
か。永年に亘り大過無く調査士業務を継続出来
たことは法務行政、土地家屋調査士会のご指導
があったればこそと感謝しているところです。
　後段の他の模範となるべき人に贈られるの下
りは、今までの生き様からしてクリア出来そう
で無い事は明白の事実で有りますが、開業以来、
一貫して考えて来たことは、国から頂いた資格
を生業（なりわい）とさせて頂いていることに

黄綬褒章受章にそえて
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勉強にチャレンジし、「会長が落ちでもしたら
辞任ですね」の声にプレッシャーを感じつつ、
何とか合格でき留意が下がる思いがしたもので
した。綴れば思いはつきませんがこの辺にしま
して褒章受章の報告とさせて頂きます。
　終わりに宮崎県土地家屋調査士会の益々のご
繁栄と会員の皆様のご健勝ご多幸を祈念申し上
げます。
　尚、添付の写真は天皇陛下より頂いた黄綬褒
章と連合会より頂いたプラチナ性徽章で有りま
す。
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　串間市（令和４年２月16日）、西都市（令和４年３月28日）と市内における空家等の対策を総合的
かつ計画的に実施するため空家等対策に関する協定を締結しました。
　この協定は、相互に連携及び協力をし、市内の空家等が管理不全な状態とならないよう空家等の対
策を進めることにより、良好な生活環境の保全及び安全安心なまちづくりの推進に寄与するととも
に、空家等の活用を促進することを目的としています。

(13) 第124号 令和４年８月26日

串間市、西都市と空家等対策に関する協定を締結

串間市空家対策等に関する協定書締結調印式（串間市役所２階市長対応室）

写真左から　調査士会 谷口会長
　　　　　　島田俊光 串間市長
　　　　　　　司法書士会 石灘会長

西都市空家対策等に関する協定書締結調印式（西都市役所３階庁議室）

写真左から　司法書士会 石灘会長
　　　　　橋田和実 西都市長
　　　　　調査士会 谷口会長
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　土地家屋調査士制度70周年を記念し、登記創造プロジェクトが実施されました。
　登記創造プロジェクトは、全国の土地家屋調査士会が連携して、現行の不動産登記制度に縛られず、
多目的に利用できる情報（例えば位置情報など）を付加するなどして、将来の登記制度の可能性を考
える契機とします。また、これらにより、行政とも連携して、防災・減災の観点から、貴重な財産で
ある土地・建物が適正かつ安全に地位承継できるよう、加えて、それを支える土地家屋調査士の職能
や専門性等を広くアピールすることも目的として実施しました。
　宮崎会は、宮崎県のシンボル的建物である宮崎県庁本館の建物表題登記を実施しました。
　宮崎県庁本館は1929年の大恐慌のなか建設され、2017年に国登録有形文化財にも登録された宮崎県
民の象徴的建物です。宮崎県土地家屋調査士会は歴史ある建造物として敬意を表し、今回表題登記の
視点から未登記となっている建物の表題登記に取り組むこととしました。

　土地家屋調査士制度70周年記念サイトが開設されました。
　各会の登記創造プロジェクトへの取組も公開されています。
　是非、ご覧ください。

土地家屋調査士制度70周年記念サイト　https://www.chosashi.or.jp/activity/70th/
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土地家屋調査士制度70周年事業登記創造プロジェクト

宮崎県へ登記創造プロジェクト成果品納品（令和４年５月13日）

写真右　宮崎県総務部財産総合管理課 鹿島寛俊課長
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　測量会社に勤め測量を始めてから
最近までを振り返ると測量も大分進

歩したなと思う。その当時はコンパス測量から
平板、トランシット、レベルとテープを使い測
量してきた。その時から年代を重ね徐々に測量
器械も時代とともに発展してきた。測量の技術
もさることながら機械の進歩はすばらしい事だ
と思う。今は光波測機で自動、本当に楽だと思
う。
　測量を始めてから50年をすぎ、最初の頃の測
量はいろいろ大変だったけど、今思うとやりが
いがあったんではないかと思う。いろいろ苦労
はあったがやりがいがあったような気がする。
今の測量は器械の性能がよく、楽をして測量が
できるが測量のおもしろみが半減したように思
える。
　測量会社の時は境界関係はそんなに思わな
かったが土地家屋調査士として仕事を始めた時
は境界確認は立会関係も楽だったような気がす
るが時代とともに境界関係が難しく人との関係
が複雑になり最近は特に個人情報関係で苦労す
る事が多くなってきた。又空家自体が多くなり
近所に聴いてもわからないとの事、昔のように
行き来が無く話す事が少なくなってきて、近所
つきあいも無い。最近思うことは測量は楽に
なったが、隣地の境界確認が最近所有者がわか
らず、付近の人に聞いてもわからない、付き合
いがないからわからないと言う人が増えたなあ
と思う。個人上のこともあるが個人との付き合
いが薄れたなと思う。これから先は境界の件で
苦労するんじゃないかと思うこの頃です。
　あと何年かわからないができるだけがんばっ
てみようかなと思う。
　これから先の人生として、今からいろいろ楽

都城支部　假屋　憲幸

No.1 しみたいと思うが２年前からコロナがはやり生
活が変化して、なかなか収まりそうにないみた
いだ。旅行、釣り、登山（体力的に無理だな）と、
してみたいと思うが、では釣りは車で行って堤
防とかはできるんではないかなと思う。あと旅
行、元気なうちに、いろんなところに行って観
光してみたいが、最近又コロナが増えてきてい
るみたいでどうなるのかなと思うが、元気なう
ちに観光してみたいと思う。体力が先かコロナ
が先かと思うこの頃です。
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　「よもやま話」次号寄稿者の抽選が、令和４年６月24日に開催されました理事会にて行われま

した。谷口会長により選ばれた次号寄稿者は、以下の方々です。

ご当選おめでとうございます。投稿後、もれなく豪華図書券を差し上げます！
次号125号は、2023年１月末日に発行予定です。
寄稿の〆切は2022年12月15日とさせていただきます。
なお、寄稿者につきましては、立候補も絶賛受付中です！
「我こそは！」という方、是非よろしくお願いします。２回でも、３回でも、毎号でも‼ 

『よもやま話』第125号寄稿者抽選番号　一覧表

↑ 山口英高 会員

↑ 河野良太 会員

↑ 石﨑宗義 会員
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　このたび、宮崎県土地家屋調査士
会小林支部に入会させていただきま
した、深田一也です。

　現在、７月の新人研修を終えましたが、まだ
まだ分からないことが多く、諸先輩方の指導を
いただきながら日々業務を行う日々です。
　新人会員の自己紹介ということで、まずは、
土地家屋調査士になるまでの経歴について書か
せていただきます。私は小林市出身で、地元の
高校を卒業した後、司法書士事務所に補助者と
して就職しました。仕事上、調査士の先生と協
力して業務を行うことが多く、特にとあるベテ
ランの調査士の先生には地図や図面の見方等の
初歩的なことから、懇切丁寧に教えていただい
き、早く仕事にも慣れることができました。
　私が、30歳になったころ、勤務先の司法書士
事務所の所長に調査士の資格を取らないかと、
勧められました。しかし、以前、司法書士の勉
強をしていたことがあり、６回ほど挑戦しても
結果が出せず、自信喪失していたため、試験を
受けるか迷いもあったものの職場の方々や家族
の応援もあったため、挑戦しようと決心しまし
た。予備校の模試の成績が悪いと心が折れそう
になりましたが、「職場の方々や家族の期待に
答えたい」、「自信を取り戻したい」と気持ちを
切り替えて一心不乱に試験勉強を続け、令和３
年度の試験に無事合格することができました。
　受験生時代は、とにかく合格することだけに
必死だったため、調査士となった後のことは全
く考えていませんでした。実務が全く分からず、
不安なこともありますが、まずは自分がどのよ
うな土地家屋調査士になりたいかしっかりとし
たビジョンを持つことが大切だと思います。ま
た、お役様からの要望にしっかり応えるために
も、研修等にも積極的に参加し、諸先輩方と交
流を深めながら、自己研鑽を積み一人前の調査

小林支部　深田　一也 士を目指していきたいと思います。
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＊入会
入会日 支　部 氏　名 登録番号 備　　　　　考

令和４年４月１日 小林支部 深田　一也 824 小林市細野265番地１

＊法人入会
入会日 支　部 氏　名 登録番号 備　　　　　考

無し

＊退会
退会日 支　部 氏　名 登録番号 備　　　　　考

令和４年１月５日 児湯支部 橋口　幸治 558 死亡
令和４年３月30日 宮崎支部 富田　美利 671 廃業
令和４年３月31日 延岡支部 佐藤　忠男 516 廃業

＊登録事項変更
変更日 支　部 氏　名 登録番号 事　　務　　所

令和４年２月25日 延岡支部 三井　美佳 802 延岡市緑ヶ丘二丁目15番７号

令和４年４月27日 都城支部 土地家屋調査士法人
畑中登記測量事務所 35－0005 都城市宮丸町3017番地83

令和４年６月７日 宮崎支部 森　　　透 762 宮崎市佐土原町松小路21番地２
令和４年６月20日 都城支部 畑中　和彦 763 都城市宮丸町3017番地83

＊登録事項変更（ＡＤＲ認定）
認定日 支　部 氏　名 登録番号 備　　　　　考

令和４年３月14日 宮崎支部 石﨑　宗義 820 第１６３５００１号

訃報連絡のお願い
　県会では、訃報についての会員の皆様への迅速な連絡と弔慰規定に基づく対応
（弔慰金、供花、弔電）を行いたいと考えております。つきましては会員や元会員、
その他関係者の訃報をお知りになられた方は、すみやかに各支部長または県会事
務局（0985-27-4849）にご連絡ください。二重に連絡があっても全然構いません。
よろしくお願い致します。
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＊新入会員

小林支部
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　連日、暑い日が続いておりますが、皆さまい
かがお過ごしでしょうか？くれぐれも、熱中症
にならないよう、皆さま対策を万全に、現場作
業を頑張ってください。
　本号の発刊にあたり、ご協力をいただきまし
た宮崎地方法務局長　林健児様はじめ、会長、
寄稿者の皆さま、関係者の皆さまには感謝申し
上げます。何より、文昌堂の担当者様には、毎
度毎度、締め切り、多数の修正でご迷惑をお掛
けしています。いつも次号こそは早めに万全の
準備をして、ご迷惑をお掛けしないようにと
思ってはいるのですが・・・次号こそはっ！頑
張ります。
　ここ数年、この時期になると毎年のように「今
年の暑さは異常ですね。」と話しているような
気がしますが、今年こそ異常に暑いのでは・・・
と思ったら、今年は世界陸上が行われる年だっ
たんですね。朝から、織田裕二さんの世界陸上
愛に溢れた熱い司会で、日本列島の気温が上昇
していたのでしょう。その織田裕二さんも、今
回で世界陸上の司会を勇退だそうです。25年も
キャスターを務められたとのことで、私も毎回、
織田裕二さんを見るのを楽しみに世界陸上を見
ていたような気がします。長年楽しませていた
だきました。ありがとうございました。
　では、織田さんが勇退された後は、後任のキャ
スターは誰になるのでしょうか？巷の噂では、
松岡修造さんではないかという説が・・・。ま
ずいですね。ご存じの通り、松岡修造さんの熱
さは、織田裕二さんの比ではありません。ケタ
違いです。そうなると、日本列島は猛暑どころ
ではすみません。地球規模で、一気に温暖化が
進んでしまうのでは・・・。危険ですね・・・。
　コロナの影響で開催年度がズレたため、次回
の世界陸上は来年開催されるそうです。そして、
2025年には東京開催が決定したとのこと。メイ
ンキャスターは誰になるのか？松岡修造さん
か、それとも、新しい逸材が現れるのか？楽し
みに待ちたいと思います。
　さて、今回も私の釣りの話でも書かせていた
だこうかと思ったのですが、釣れすぎて釣れす

広報部長　小堀正太郎 ぎて・・・書くこといっぱいなので、紙幅の都
合上、割愛させていただきます。
　というわけで、次回は、おそらく爆釣して浮
かれているであろう釣果報告にご期待くださ
い。

　暑い日々が続いておりますが、皆様は如何お
すごしでしょうか？例年になく早く梅雨明けし
たと思いきや、その後、雨の日が続く、晴れれ
ば真夏日が続く等、ここ数年、以前と気象の様
子が随分と変わり、業務の予定が組みにくい
日々が続いておるように感じます。
　以前と変わったといえば、個人的に思ってい
ることですが、鉄板の屋根材といえば現在、建
築確認の記載にガルバリウム鋼板（合金メッキ
鋼板ぶき）しか見かけませんが、私が建材屋で
働いていた当時（昭和60年代）は、カラー鉄板（亜
鉛メッキ鋼板）が主流でした。錆びにくい素材
なので、屋根材として一部のメーカーでは使わ
れていたように記憶しておりますが、自分達の
扱っていたのは、ガルバリウム鋼板でも着色の
無い結晶模様むき出しのものを、波板に成型し
て売っていましたが、普通の亜鉛メッキ（ト
タン）程は売れていなかったように思います。
今は、価格が比較的に安価になったのか、錆び
にくい素材の特性が、評価されたためでしょう
か？（それがどうしたという、どうでもいいよ
うな話ですが。）
　お盆頃になると何故か思い浮かぶのが、私の
妻の長崎の実家にたまに帰った時の風景です
ね。爆竹の破裂音がし、お墓に作り付けのベン
チに座って夕涼みしている人が居り、打ち上げ
花火が上がる中の墓参り、強烈に賑やかな精霊
流し等ですが、コロナウイルスの影響で、ここ
数年行けてないですね。いつになったら、行け
る状態になるやら。感染者数も一桁違う位の数
字が毎日発表され、世界でも最多と報道されて
います。ですので、皆様も、夏の暑さに限らず、
くれぐれもお体にご自愛ください。
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広報次長　森山　逸郎
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（有）クロキシステム販売は信頼メーカー商品で
土地家屋調査士業務を支援します。
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